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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電話回線を収容する電話回線インターフェースと、ＶｏＩＰ網に接続するＶｏＩ
Ｐ網インターフェースとの間の呼の中継を行うＶｏＩＰゲートウエイ装置であって、
　ダイヤル情報毎に、呼を着信させる電話回線を示す方路情報と、該ダイヤル情報から内
線番号を生成するための番号編集情報とが記憶された着信用ダイヤル情報記憶手段と、
　前記ＶｏＩＰ網インターフェースを介して前記ＶｏＩＰ網から着信を受け付けた場合に
応答してダイヤル情報を検出するダイヤル情報検出手段と、
　前記ダイヤル情報検出手段で検出されたダイヤル情報に対応付けられて前記着信用ダイ
ヤル情報記憶手段に記憶されている方路情報が示す電話回線に、呼を、前記電話回線イン
ターフェースを介して着信させる着信制御手段と、
　前記ダイヤル情報検出手段で検出されたダイヤル情報に対応付けられて前記着信用ダイ
ヤル情報記憶手段に記憶されている番号編集情報に従って内線番号を生成し、前記着信制
御手段が呼を着信させた電話回線に、該内線番号を、前記電話回線インターフェースを介
して送出する内線番号送出手段、を有すること
　を特徴とするＶｏＩＰゲートウエイ装置。
【請求項２】
　複数の電話回線を収容する電話回線インターフェースと、ＶｏＩＰ網に接続するＶｏＩ
Ｐ網インターフェースとの間の呼の中継を行うＶｏＩＰゲートウエイ装置であって、
　ダイヤル情報毎に、呼を着信させる電話回線を示す方路情報が記憶された着信用ダイヤ
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ル情報記憶手段と、
　前記ＶｏＩＰ網インターフェースを介して前記ＶｏＩＰ網から着信を受け付けた場合に
応答してダイヤル情報を検出するダイヤル情報検出手段と、
　前記ダイヤル情報検出手段で検出されたダイヤル情報に対応付けられて前記着信用ダイ
ヤル情報記憶手段に記憶されている方路情報が示す電話回線に、呼を、前記電話回線イン
ターフェースを介して着信させる着信制御手段と、を有し、
　前記ダイヤル情報検出手段は、
　一次応答後、所定時間内にダイヤル情報を検出しなかった場合に、ダイヤル情報の入力
を促す音声ガイダンスを、前記応答により確立した通話路に送出すること
　を特徴とするＶｏＩＰゲートウエイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話回線およびＶｏＩＰ（Voice over IP）網間の呼の中継を行うＶｏＩＰ
ゲートウエイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既存のＰＢＸや電話機をＶｏＩＰ網に接続してＩＰ電話サービスを受けるための装置と
して、ＶｏＩＰゲートウエイ装置が知られている。ＶｏＩＰゲートウエイ装置は、既存の
ＰＢＸ（Private Branch Exchange）や電話機からの通話信号や制御信号を受信し、これ
らをＶｏＩＰパケット化してＶｏＩＰ網に送出したり、ＶｏＩＰ網からＶｏＩＰパケット
を受信して通話信号や制御信号を復元し、これらをＰＢＸや電話機に送出したりする（例
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３-２９８６６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　地理的に離れた地点間をカバーする内線電話システムを構築するために、各地点に設置
されたＰＢＸを専用線で接続することが従来より行われている。このような内線電話シス
テムにおいて、各地点に上述のＶｏＩＰゲートウエイ装置を設置して、各地点のＰＢＸを
当該地点のＶｏＩＰゲートウエイ装置を介してＶｏＩＰ網に接続すると共に、内線番号毎
にＩＰ電話サービスに加入することで、専用線の代わりにＶｏＩＰ網を用いた内線電話シ
ステムを構築することができる。
【０００５】
　このＶｏＩＰ網を用いた内電電話システムは、一般的には、専用線を用いた場合に比べ
て運用コストを低くできると考えられる。しかし、内電番号毎にＩＰ電話サービスに加入
する必要があるため、内線番号数が増加すると、運用コストも増加する。また、各内線電
話番号に、ＩＰ電話サービスの契約番号（ＩＰ電話番号）が新たに割り当てられるため、
ＰＢＸに登録されている番号計画を変更する必要がある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、ＶｏＩＰゲートウエ
イ装置において、ＰＢＸに設定されている番号計画を変更することなく、該ＰＢＸをＶｏ
ＩＰ網に接続することができる技術を提供することにある。また、１つのＩＰ電話番号を
用いて、ＰＢＸが収容する複数の電話機への着信を振り分けることができる技術を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明では、ＶｏＩＰ網から着信がくると、応答してダイ
ヤル情報を受け付け、該ダイヤル情報に従って方路を特定し、該方路を着信させる。



(3) JP 4590302 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

【０００８】
　例えば、本発明の第１の態様は、複数の電話回線を収容する電話回線インターフェース
と、ＶｏＩＰ網に接続するＶｏＩＰ網インターフェースとの間の呼の中継を行うＶｏＩＰ
ゲートウエイ装置であって、
　ダイヤル情報毎に、呼を着信させる電話回線を示す方路情報が記憶された着信用ダイヤ
ル情報記憶手段と、
　前記ＶｏＩＰ網インターフェースを介して前記ＶｏＩＰ網から着信を受け付けた場合に
、応答してダイヤル情報を検知するダイヤル情報検出手段と、
　前記ダイヤル情報検出手段で検出されたダイヤル情報に対応付けられて前記着信用ダイ
ヤル情報記憶手段に記憶されている方路情報が示す電話回線に、呼を、前記電話回線イン
ターフェースを介して着信させる着信制御手段と、を有する。
【０００９】
　また、本発明では、電話回線からダイヤル情報を受け付けると、該ダイヤル情報に割り
当てられたＩＰ電話番号を特定し、特定したＩＰ電話番号を着番号とする呼をＶｏＩＰ網
に送出し、相手方が応答したならば該ダイヤル情報を送出する。
【００１０】
　例えば、本発明の第２の態様は、電話回線を収容する電話回線インターフェースと、Ｖ
ｏＩＰ網に接続するＶｏＩＰ網インターフェースとの間の呼の中継を行うＶｏＩＰゲート
ウエイ装置であって、
　ダイヤル情報毎に、該ダイヤル情報に割り当てられたＩＰ電話番号が記憶された発信用
ダイヤル情報記憶手段と、
　前記電話回線インターフェースを介して電話回線からダイヤル情報を受け付けた場合に
、該ダイヤル情報に対応付けられて前記発信用ダイヤル情報記憶手段に記憶されているＩ
Ｐ電話番号を着番号とする呼を、前記ＶｏＩＰ網に、前記ＶｏＩＰ網インターフェースを
介して送出して、該ＩＰ電話番号を持つ通話相手との間に通話路を確立する発信制御手段
と、
　前記発信制御手段が確立した通話路に、前記電話回線インターフェースを介して電話回
線から受け付けたダイヤル情報を送出するダイヤル情報送出手段と、を有する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ＰＢＸに設定されている番号計画を変更することなく、該ＰＢＸをＶ
ｏＩＰ網に接続することができる。また、１つのＩＰ電話番号を用いて、ＰＢＸが収容す
る複数の電話機への着信を振り分けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。
【００１３】
　図１は本発明の一実施形態が適用されたＩＰ内線電話システムの概略図である。
【００１４】
　図示するように、本実施形態のＩＰ内線電話システムは、少なくとも１台の内線電話機
３を収容する複数のＰＢＸ２と、少なくとも１台のＰＢＸ２をＶｏＩＰ網５に接続する複
数のＶｏＩＰ-ＧＷ（ゲートウエイ）装置１と、を有する。なお、ＶｏＩＰ網５には、本
実施形態のＩＰ内線電話システムを構成するＶｏＩＰ-ＧＷ装置１以外のＶｏＩＰ端末（
ＩＰ電話機）４も接続される。ここで、各内線電話３には図１に示す内線番号が付与され
、各ＰＢＸ２には図１に示す局番が付与され、そして、各ＶｏＩＰ-ＧＷ装置１およびＩ
Ｐ電話機４には、図１に示すＩＰ電話番号が付与されているものとする。
【００１５】
　本実施形態のＩＰ内線電話システムは、元来、地理的に離れた各地点に設置されたＰＢ
Ｘ２間を専用線で接続することで構築されていた内線電話システムにおいて、各地点にＶ
ｏＩＰ-ＧＷ装置１を設置して、各地点のＰＢＸ２を当該地点のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１を介



(4) JP 4590302 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

してＶｏＩＰ網５に接続することで、専用線の代わりにＶｏＩＰ網５を用いるようにした
ものである。各ＰＢＸ２の番号計画は、専用線を介して他のＰＢＸ２と接続されていたと
きのものから変更されていないものとする。
【００１６】
　ＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、自装置１が収容するＰＢＸ２からダイヤル情報（局番と内線
番号の短縮ダイヤルとを組み合わせた番号）を受け付けると、該ダイヤル情報に含まれて
いる局番のＰＢＸ２を収容するＶｏＩＰ-ＧＷ装置１のＩＰ電話番号を特定し、該ＩＰ電
話番号を着番号とする呼をＶｏＩＰ網５に送出する。そして、該ＩＰ電話番号を持つ通話
相手が応答すると、該応答により確立した通話路を用いて該通話相手に該ダイヤル情報を
通知する。
【００１７】
　また、ＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、ＶｏＩＰ網５から呼が着信すると、応答して通話相手
からダイヤル情報を受け付ける。そして、該ダイヤル情報に含まれている局番に従って着
信させる方路（回線）を特定し、特定した方路を着信させる。また、該ダイヤル情報に含
まれている短縮ダイヤルに対応する内線番号を特定し、呼を着信させた方路に該内線番号
を送出する。なお、応答後、所定時間を経過しても通話相手からダイヤル情報が送られて
こない場合は、ダイヤル情報の入力を促す音声ガイダンスを該通話相手に送信する。
【００１８】
　図２は図１に示すＶｏＩＰ-ＧＷ装置１の概略図である。
【００１９】
　図示するように、本実施形態のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、回線ＩＦ（インターフェース
）部１１と、ＩＰ網ＩＦ部１２と、ＲＴＰ（Real-time Transport Protocol）処理部１３
と、ＳＩＰ（Session Initiation Protocol）処理部１４と、発信制御部１５と、着信制
御部１６と、ＰＢ送出部１７と、ＰＢ検出部１８と、を有する。
【００２０】
　回線ＩＦ部１１は、自装置１が収容するＰＢＸ２毎に回線と接続し、各回線を介して自
装置１が収容する各ＰＢＸ２と通話信号および制御信号の送受を行なう。
【００２１】
　ＩＰ網ＩＦ部１２は、ＶｏＩＰ網５とＶｏＩＰパケットの送受を行う。
【００２２】
　ＲＴＰ処理部１３は、発信制御部１５あるいは着信制御部１６より通知された方路のチ
ャネルを介してＰＢＸ２より受信した通話信号、および、ＳＩＰ処理部１４より通知され
たＩＰアドレスを持つ通話相手より受信したＲＴＰパケットに対して、ＲＴＰに規定する
処理を行う。
【００２３】
　具体的には、回線ＩＦ部１１を介して、発信制御部１５あるいは着信制御部１６より通
知された方路のチャネルから通話信号を受信し、該通話信号をＲＴＰパケット化し、この
ＲＴＰパケットを、ＳＩＰ処理部１４より通知されたＩＰアドレスを宛先として、ＩＰ網
ＩＦ部１２からＶｏＩＰ網５へ送信する。また、ＩＰ網ＩＦ部１２を介して、ＳＩＰ処理
部１４より通知されたＩＰアドレスを発信元とするＲＴＰパケットを受信し、該ＲＴＰパ
ケットから通話信号を復元し、この復元した通話信号を、回線ＩＦ部１１を介して、発信
制御部１５あるいは着信制御部１６より通知された方路のチャネルへ送信する。
【００２４】
　ＳＩＰ処理部１４は、ＳＩＰサーバ（不図示）と連携してＳＩＰに規定するＶｏＩＰの
呼制御手順を行い、通話相手との間に呼を確立する。
【００２５】
　発信制御部１５は、発信用ダイヤル情報ＴＬ（テーブル）１５１を有している。発信用
ダイヤル情報ＴＬ１５１は、図３に示すように、ダイヤル情報毎に、局番を登録するフィ
ールド１５１１と、ＩＰ電話番号を登録するフィールド１５１２と、を有するレコード１
５１０が登録されている。発信制御部１５は、この発信用ダイヤル情報ＴＬ１５１を用い



(5) JP 4590302 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

て、自装置１が収容するＰＢＸ２からＶｏＩＰ網５への発信処理を制御する。
【００２６】
　着信制御部１６は、着信用ダイヤル情報ＴＬ（テーブル）１６１を有している。着信用
ダイヤル情報ＴＬ１６１は、図４に示すように、ダイヤル情報毎に、ダイヤル情報を登録
するフィールド１６１１と、呼を着信させる方路（ＰＢＸ２）を登録するフィールド１６
１２と、ダイヤル情報の番号編集条件を登録するフィールド１６１３、１６１４と、を有
するレコード１６１０が登録されている。図４に示す例では、番号編集条件を登録するフ
ィールド１６１３、１６１４として、先頭（上位桁）から削除する桁数を登録するフィー
ルド１６１３、および、先頭に追加する番号を登録するフィールド１６１４を用いる。着
信制御部１６は、この着信用ダイヤル情報ＴＬ１６１を用いて、ＶｏＩＰ網５から自装置
１が収容するＰＢＸ２への着信処理を制御する。
【００２７】
　ＰＢ送出部１７は、発信制御部１５より通知されたダイヤル情報を表すＰＢ（Push But
ton）信号を生成し、このＰＢ信号を発信制御部１５より通知されたＩＰアドレスを宛先
アドレスとしてＲＴＰ処理部１３に通知する。
【００２８】
　ＰＢ検出部１８は、着信制御部１６より通知されたＩＰアドレスを送信元アドレスとす
るＲＴＰパケットから復元した通話信号からＰＢ信号を検出し、検出したＰＢ信号が表す
ダイヤル情報を着信制御部１６に通知する。
【００２９】
　上述したＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、例えば図５に示すような、ＣＰＵ６１と、プログラ
ムが記憶されているプログラムメモリ６２と、データが記憶されているデータメモリ６３
と、ＩＳＤＮ回線、ＯＤ回線等と接続し、該回線を介してＰＢＸ２と通信を行なう電話回
線ＩＦ６４と、例えばＬＡＮケーブルと接続し、該ケーブルを介してＶｏＩＰ網と通信を
行なうネットワークＩＦ６５と、これら各構成要素６１～６５を相互接続する内部バス６
６と、を有するコンピュータシステムにおいて、ＣＰＵ６１がプログラムメモリ６２に記
憶されているプログラムを実行することで実現される。この場合、各ＴＬ１５１、１６１
にはデータメモリ６３が、回線ＩＦ部１１には電話回線ＩＦ６４が、そして、ＩＰ網ＩＦ
部１２にはネットワークＩＦ６５が用いられる。
【００３０】
　次に、上記構成のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１の動作を説明する。
【００３１】
　図６はＶｏＩＰ-ＧＷ装置１の概略動作を説明するためのフロー図である。
【００３２】
　自装置１が収容するＰＢＸ２から回線ＩＦ部１１にＳＥＴＵＰメッセージが着信（ＰＢ
Ｘ２が発側）すると（Ｓ１０１でＹｅｓ）、後述する発信制御処理を行う（Ｓ１０３）。
また、ＩＰ網ＩＦ部１２がＩＮＶＩＴＥメッセージを受信（ＰＢＸ２が着側）すると（Ｓ
１０１でＮｏ、Ｓ１０２でＹｅｓ）、後述する着信制御処理を行う（Ｓ１０４）。
【００３３】
　図７は図６の発信制御処理Ｓ１０３を説明するためのフロー図である。
【００３４】
　先ず、回線ＩＦ部１１は、ＳＥＴＵＰメッセージで指定されている着番号を発信制御部
１５に通知する（Ｓ１０３０１）。これを受けて、発信制御部１５は発信用ダイヤル情報
ＴＬ１５１を参照し、着番号の上位ｎ桁（図３に示す例では２桁）が発信用ダイヤル情報
ＴＬ１５１に局番として登録されているか否かを調べる（Ｓ１０３０２）。
【００３５】
　着番号の上位ｎ桁が発信用ダイヤル情報ＴＬ１５１に局番として登録されている場合（
Ｓ１０３０２でＹＥＳ）、このＳＥＴＵＰメッセージはいずれかの内線電話３に向けられ
たものである。この場合は、Ｓ１０３０３に進む。一方、着番号の上位ｎ桁が発信用ダイ
ヤル情報ＴＬ１５１に局番として登録されていない場合（Ｓ１０３０２でＮＯ）、このＳ
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ＥＴＵＰメッセージは内線電話３以外のＶｏＩＰ端末（外線）に向けられたものである。
この場合は、Ｓ１０３０８に進む。
【００３６】
　なお、本実施形態において、内線電話３のユーザは、他の内電電話３に電話をする場合
、当該他の内線電話３の内線番号に割り当てられた短縮ダイヤルの先頭に、当該他の内線
電話３を収容するＰＢＸ２の局番を付加した番号を、着番号として入力する。ここで、短
縮番号は内線番号の下位２桁としている。例えば、図１において、内線番号「３００１」
の内線電話３に電話する場合、内線番号「３００１」の下位２桁により特定される短縮ダ
イヤル「０１」に、内線番号「３００１」の内線電話３を収容するＰＢＸ２の局番「５６
」を追加した番号「５６０１」を着番号として入力する。
【００３７】
　一方、本実施形態において、内線電話３のユーザは、内線電話３以外のＶｏＩＰ端末に
電話をする場合は、該ＶｏＩＰ端末に割り当てられたＩＰ電話番号を着番号として入力す
る。例えば、ＩＰ電話４に電話をする場合、当該ＩＰ電話４のＩＰ電話番号［０５０３４
５６７８９」を着番号として入力する。
【００３８】
　さて、Ｓ１０３０３において、発信制御部１５は、着番号の上位ｎ桁が局番として登録
されているフィールド１５１１を持つレコード１５１０を、発信用ダイヤル情報ＴＬ１５
１から特定し、この特定したレコード１５１０のフィールド１５１２に登録されているＩ
Ｐ電話番号を取得する。そして、このＩＰ電話番号をＳＩＰ処理部１４に通知して発呼を
指示する。これを受けて、ＳＩＰ処理部１４は、発信制御部１５より受け取ったＩＰ電話
番号を宛先番号（着番号）とするＩＮＶＩＴＥメッセージを生成し、このＩＮＶＩＴＥメ
ッセージをＩＰ網ＩＦ部１２を介してＶｏＩＰ網５に送信する（Ｓ１０３０４）。このＩ
ＮＶＩＴＥメッセージは、ＳＩＰサーバ（不図示）を経由して、通話相手（内線電話）を
収容するＰＢＸ２に接続されたＶｏＩＰ-ＧＷ装置１に転送される。そして、ＶｏＩＰ-Ｇ
Ｗ装置１が自装置１に対して応答メッセージ（２００ＯＫ）を送信する。その後、ＳＩＰ
処理部１４は、該応答メッセージを送信したＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間でＳＩＰに従っ
た呼制御手順を行い、該ＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間に呼を確立する（Ｓ１０３０５）。
【００３９】
　次に、ＳＩＰ処理部１４は、自装置１との間に呼が確立されたＶｏＩＰ-ＧＷ装置１の
ＩＰアドレスをＲＴＰ処理部１３および発信制御部１５に通知する。発信制御部１５は、
Ｓ１０３０１でＳＥＴＵＰメッセージから特定した着番号を、ＰＢ送出部１７に通知する
。ＰＢ送出部１７は、発信制御部１５から受け取った着番号を表すＰＢ信号を生成し、こ
のＰＢ信号にＳＩＰ処理部１４から受け取ったＩＰアドレスを付加してＲＴＰ処理部１３
に通知する。これを受けて、ＲＴＰ処理部１３は、ＰＢ信号を格納したＲＴＰパケットを
生成し、該ＰＢ信号に付加されているＩＰアドレスを宛先として、該ＲＴＰパケットをＩ
Ｐ網ＩＦ部１２からＶｏＩＰ網５に送出する（Ｓ１０３０６）。
【００４０】
　次に、発信制御部１５は、ＳＥＴＵＰメッセージの送信元であるＰＢＸ２と接続する回
線を示す方路情報と、該ＳＥＴＵＰメッセージで指定されている通話チャネルを示すチャ
ネル情報とを、ＲＴＰ処理部１３に通知する。これを受けて、ＲＴＰ処理部１０３は、回
線ＩＦ部１１が発信制御部１５より通知された方路情報により特定される回線の同じく発
信制御部１５より通知されたチャネル情報により特定されるチャネルを介してＰＢＸ２か
ら受信した通話信号、および、ＩＰ網ＩＦ部１２がＳＩＰ処理部１４より通知されたＩＰ
アドレスを持つＶｏＩＰ-ＧＷ装置１から受信したＲＴＰパケットに対して、ＲＴＰに規
定する処理を行う（Ｓ１０３０７）。これにより、通話が可能となる。
【００４１】
　一方、Ｓ１０３０８において、発信制御部１５は、着番号をＩＰ電話番号として特定し
、特定したＩＰ電話番号をＳＩＰ処理部１４に通知して発呼を指示する。これを受けて、
ＳＩＰ処理部１４は、発信制御部１５より受け取ったＩＰ電話番号を宛先番号（着番号）
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とするＩＮＶＩＴＥメッセージを生成し、このＩＮＶＩＴＥメッセージをＩＰ網ＩＦ部１
２を介してＶｏＩＰ網５に送信する（Ｓ１０３０９）。このＩＮＶＩＴＥメッセージは、
ＳＩＰサーバ（不図示）を経由して、ＩＰ電話機４等の、内線電話３以外のＶｏＩＰ端末
（外線）に転送される。そして、外線のＶｏＩＰ端末が自装置１に対して応答メッセージ
（２００ＯＫ）を送信する。その後、ＳＩＰ処理部１４は、該応答メッセージを送信した
ＶｏＩＰ-ＧＷ装置１、ＩＰ電話機４等との間で、ＳＩＰに従った呼制御手順を行い、外
線のＶｏＩＰ端末との間に呼を確立する（Ｓ１０３１０）。
【００４２】
　次に、ＳＩＰ処理部１４は、自装置１との間に呼が確立された外線のＶｏＩＰ端末のＩ
ＰアドレスをＲＴＰ処理部１３および発信制御部１５に通知する。発信制御部１５は、Ｓ
ＥＴＵＰメッセージの送信元であるＰＢＸ２と接続する回線を示す方路情報と、該ＳＥＴ
ＵＰメッセージで指定されている通話チャネルを示すチャネル情報とを、ＲＴＰ処理部１
３に通知する。これを受けて、ＲＴＰ処理部１３は、回線ＩＦ部１１が発信制御部１５よ
り通知された方路情報により特定される回線の同じく発信制御部１５より通知されたチャ
ネル情報により特定されるチャネルを介してＰＢＸ２から受信した通話信号、および、Ｉ
Ｐ網ＩＦ部１２がＳＩＰ処理部１４より通知されたＩＰアドレスを持つ外線のＶｏＩＰ端
末から受信したＲＴＰパケットに対して、ＲＴＰに規定する処理を行う（Ｓ１０３１１）
。これにより、通話が可能となる。
【００４３】
　図８は図６の着信制御処理Ｓ１０４を説明するためのフロー図である。
【００４４】
　先ず、ＩＰ網ＩＦ部１２は、ＩＮＶＩＴＥメッセージをＳＩＰ処理部１４に通知する。
これを受けて、ＳＩＰ処理部１４は、ＩＰ網ＩＦ部１２を介して、ＩＮＶＩＴＥメッセー
ジの送信元アドレスに対して応答メッセージ（２００ＯＫ）を送信する。その後、ＳＩＰ
処理部１４は、ＩＮＶＩＴＥメッセージを送信した通話相手との間で、ＳＩＰに従った呼
制御手順を行い、該通話相手との間に通話チャネルを確立し、該通話相手のＩＰアドレス
をＲＴＰ処理部１３および着信制御部１６に通知する（Ｓ１０４０１）。これにより、Ｒ
ＴＰ処理部１３は、ＩＰ網ＩＦ部１２を介して、通話相手のＩＰアドレスを送信元アドレ
スとする自装置１宛のＲＴＰパケットを受信し、該ＲＴＰパケットに格納されている通話
信号を復元する。また、通話相手のＩＰアドレスを宛先とするＲＴＰパケットを生成し、
ＩＰ網ＩＦ部１２を介してＶｏＩＰ網５に送信する。
【００４５】
　次に、着信制御部１６は、ＰＢ検出部１８に通話相手のＩＰアドレスを通知して、該通
話相手から送られてくるＰＢ信号の検出を指示する。これを受けてＰＢ検出部１８は、Ｉ
Ｐ網ＩＦ部１２およびＲＴＰ処理部１３を介して受信した通話相手の通話信号からＰＢ信
号の検出を試みる。ＰＢ信号を検出できた場合は（Ｓ１０４０２でＹＥＳ）、Ｓ１０４０
５に進む。一方、所定時間を経過してもＰＢ信号を検出できなかった場合（Ｓ１０４０２
でＮＯ、Ｓ１０４０３でＹＥＳ）、ＰＢ検出部１８は、着番号の入力を促す音声ガイダン
ス信号を生成し、この音声ガイダンス信号を通話相手のＩＰアドレスと共にＲＴＰ処理部
１３に送出する。これを受けて、ＲＴＰ処理部１３は、音声ガイダンス信号を格納したＲ
ＴＰパケットを生成し、該音声ガイダンス信号に付加されているＩＰアドレスを宛先とし
て、該ＲＴＰパケットをＩＰ網ＩＦ部１２からＶｏＩＰ網５に送出する（Ｓ１０４０４）
。そして、再度、通話相手の通話信号からＰＢ信号の検出を試みる。
【００４６】
　本実施形態において、所定時間を経過してもＰＢ信号を検出できない場合に、音声ガイ
ダンスを送信して着番号の入力を促すようにしたのは、この場合の通話相手がＶｏＩＰ-
ＧＷ装置１以外のＶｏＩＰ端末（外線）である可能性が高いからである。
【００４７】
　さて、Ｓ１０４０５において、ＰＢ検出部１８は、通話相手の通話信号から検出したＰ
Ｂ信号が表すダイヤル情報を特定し、該ダイヤル情報を着信制御部１６に通知する。これ
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を受けて、着信制御部１６は、該ダイヤル情報がフィールド１６１１に登録されているレ
コード１６１０を着信用ダイヤル情報ＴＬ１６１から検索する。そして、検索したレコー
ド１６１０のフィールド１６１２に従い、呼を着信させる方路（回線）を選択する（Ｓ１
０４０６）。例えば図４において、ダイヤル情報「５６０２」の場合は、呼を着信させる
方路として局番「５６」のＰＢＸ２と接続する回線が選択される。
【００４８】
　次に、着信制御部１６は、Ｓ１０４０６で検索したレコード１６１０のフィールド１６
１３、１６１４に示す番号編集条件に従い、ＰＢ検出部１８から通知されたダイヤル情報
を編集し、この編集結果を内線番号として特定する（Ｓ１０４０７）。例えば図４におい
て、ダイヤル情報「５６０２」の場合は、フィールド１６１３の削除桁に従い、ダイヤル
情報の上位２桁「５６」を削除する。そして、フィールド１６１４の追加番号に従い、上
位２桁が削除されたダイヤル情報「０２」の先頭に追加番号「３０」を追加する。そして
、この編集された番号「３００１」を内線番号とする。
【００４９】
　次に、着信制御部１６は、Ｓ１０４０７で特定した内線番号を着番号とし、任意の空き
チャネルを通話チャネルとするＳＥＴＵＰメッセージを生成し、このＳＥＴＵＰメッセー
ジを、回線ＩＦ部１１を介して、Ｓ１０４０６で選択された方路（回線）に送出する（Ｓ
１０４０８）。その後、着信制御部１６は、回線ＩＦ部１１を介して、Ｓ１０４０６で選
択された方路に接続されているＰＢＸ２からＳＥＴＵＰメッセージに対する応答を受信し
たならば（Ｓ１０４０９でＹＥＳ）、Ｓ１０４０６で選択された方路の方路情報と、該Ｓ
ＥＴＵＰメッセージで指定されている通話チャネルを示すチャネル情報とを、ＲＴＰ処理
部１３に通知する。これを受けて、ＲＴＰ処理部１３は、回線ＩＦ部１１が着信制御部１
６より通知された方路情報により特定される回線の、同じく着信制御部１６より通知され
たチャネル情報により特定されるチャネルを介してＰＢＸ２から受信した通話信号、およ
び、ＩＰ網ＩＦ部１２がＳＩＰ処理部１４より通知されたＩＰアドレスを持つＶｏＩＰ端
末から受信したＲＴＰパケットに対して、ＲＴＰに規定する処理を行う（Ｓ１０４１０）
。これにより、通話が可能となる。
【００５０】
　次に、図１に示すＩＰ内線電話システムにおいて、内線番号「２００１」の内線電話３
が内線番号「４００２」の内線電話３に電話をする場合を例にとり概略動作を説明する。
【００５１】
　図９は、図１に示すＩＰ内線電話システムにおいて、内線番号「２００１」の内線電話
３が内線番号「４００２」の内線電話３に電話をする場合の概略動作を説明するための図
である。
【００５２】
　内線番号「２００１」の内線電話機３のユーザがオフフックして「５７０２」をダイヤ
ルすると（Ｔ９０１）、局番「５５」のＰＢＸ２は、着番号「５７０２」の指定を伴うＳ
ＥＴＵＰメッセージを、自ＰＢＸ２に接続するＶｏＩＰ-ＧＷ装置１（ＩＰ電話番号「０
５０-１２３-４５６７」）に送信する（Ｔ９０２）。
【００５３】
　ＩＰ電話番号「０５０-１２３-４５６７」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、ＰＢＸ２から送
られてきた着番号「５７０２」から局番「５７」を特定し、発信用ダイヤル情報ＴＬ１５
１を用いて、該局番「５７」のＰＢＸ２を収容するＶｏＩＰ-ＧＷ装置１（ＩＰ電話番号
「０５０-２３４-５６７８」）を特定する（Ｔ９０３）。そして、特定したＶｏＩＰ-Ｇ
Ｗ装置１のＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」を着番号とするＩＮＶＩＴＥメッセ
ージを送出する（Ｔ９０４）。このＩＮＶＩＴＥメッセージは、ＶｏＩＰ網５を介してＩ
Ｐ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１に到達する。
【００５４】
　ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、ＩＮＶＩＴＥメ
ッセージを受信すると、２００ＯＫメッセージを該ＩＮＶＩＴＥメッセージの送信元であ
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るＩＰ電話番号「０５０-１２３-４５６７」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１に送信する（Ｔ９０
５）。これにより、ＩＰ電話番号「０５０-１２３-４５６７」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１と
、ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間に通話チャネ
ルが確立される（Ｔ９０６）。
【００５５】
　次に、ＩＰ電話番号「０５０-１２３-４５６７」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、ＩＰ電話
番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間に確立された通話チャネ
ルに、ＰＢＸ２より受信したＳＥＴＵＰメッセージで指定されていた着番号「５７０２」
を表すＰＢ信号を送信する（Ｔ９０７）。また、局番「５５」のＰＢＸ２に、該ＳＥＴＵ
Ｐメッセージに対するＡＣＫメッセージを送信する（Ｔ９０８）。このＡＣＫメッセージ
を受けて、局番「５５」のＰＢＸ２は、内線番号「２００１」の内線電話機３と、ＩＰ電
話番号「０５０-１２３-４５６７」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間に通話チャネルを確立
する（Ｔ９０９）。
【００５６】
　一方、ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、ＩＰ電話
番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間に確立された通話チャネ
ルを介して、ＰＢ信号を受信すると、該ＰＢ信号が表すダイヤル情報「５７０２」を特定
する。そして、着信用ダイヤル情報ＴＬ１６１を用いて、ダイヤル情報「５７０２」から
方路（局番）「５７」および内線番号「４００２」を特定する（Ｔ９１０）。そして、特
定した方路（局番）「５７」のＰＢＸ２と接続する回線を選択し、該回線に、特定した内
線番号「４００２」を着番号とするＳＥＴＵＰメッセージを送信する（Ｔ９１１）。この
ＳＥＴＵＰメッセージは、局番「５７」のＰＢＸ２に到達し、該ＰＢＸ２により内線番号
「４００２」の内線電話３の呼出しが行われる。
【００５７】
　次に、内線番号「４００２」の内線電話３のユーザが呼出しに応答してオフフックする
と、局番「５７」のＰＢＸ２は、該ＳＥＴＵＰメッセージに対するＡＣＫメッセージを、
、ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１に送信する（Ｔ９１
２）。これにより、内線番号「４００２」の内線電話機３と、ＩＰ電話番号「０５０-２
３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間に通話チャネルが確立される（Ｔ９１３）
。この結果、内線番号「２００１」の内線電話機３とＩＰ電話番号「０５０-１２３-４５
６７」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間の通話チャネル、ＩＰ電話番号「０５０-１２３-４
５６７」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１とＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-
ＧＷ装置１との間の通話チャネル、および、ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」の
ＶｏＩＰ-ＧＷ装置１と内線番号「４００２」の内線電話機３との間の通話チャネルが繋
がって、内線番号「２００１」の内線電話機３および内線番号「４００２」の内線電話機
３間の通話が可能となる（Ｔ９１４）。
【００５８】
　図１０は、図１に示すＩＰ内線電話システムにおいて、ＩＰ電話番号「０５０-３４５-
６７８９」のＩＰ電話機４（外線）が内線番号「４００２」の内線電話３に電話をする場
合の概略動作を説明するための図である。
【００５９】
　ＩＰ電話番号「０５０-３４５-６７８９」のＩＰ電話機４のユーザがオフフックして「
０５０-２３４-５６７８」をダイヤルすると（Ｔ９５１）、該ＩＰ電話機４は、「０５０
-２３４-５６７８」を着番号とするＩＮＶＩＴＥメッセージを、ＶｏＩＰ網５に送出する
（Ｔ９５２）。このＩＮＶＩＴＥメッセージは、ＶｏＩＰ網５を介してＩＰ電話番号「０
５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１に到達する。
【００６０】
　ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、ＩＮＶＩＴＥメ
ッセージを受信すると、２００ＯＫ（１８３　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ）メッセージを該ＩＮＶ
ＩＴＥメッセージの送信元であるＩＰ電話番号「０５０-３４５-６７８９」のＩＰ電話機
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４に送信する（Ｔ９５３）。これにより、ＩＰ電話番号「０５０-３４５-６７８９」のＩ
Ｐ電話機４と、ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間
に通話チャネルが確立される（Ｔ９５４）。
【００６１】
　次に、ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、ＩＰ電話
番号「０５０-３４５-６７８９」のＩＰ電話機４との間に通話チャネルを確立してから所
定時間経過しても、該ＩＰ電話機４からＰＢ信号が送られてこないことを確認すると、ダ
イヤル情報の入力を促す音声ガイダンスを、該通話チャネルに送信する（Ｔ９５５）。
【００６２】
　次に、ＩＰ電話番号「０５０-３４５-６７８９」のＩＰ電話機４のユーザが音声ガイダ
ンスに従ってダイヤル情報「５７０２」をダイヤルすると（Ｔ９５６）、該ＩＰ電話機４
は、ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間に確立され
た通話チャネルに、ダイヤル情報「５７０２」を表すＰＢ信号を送信する（Ｔ９５７）。
【００６３】
　ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１は、ＩＰ電話番号「
０５０-３４５-６７８９」のＩＰ電話機４との間に確立された通話チャネルを介して、Ｐ
Ｂ信号を受信すると、該ＰＢ信号が表すダイヤル情報「５７０２」を特定する。そして、
着信用ダイヤル情報ＴＬ１６１を用いて、ダイヤル情報「５７０２」から方路（局番）「
５７」および内線番号「４００２」を特定する（Ｔ９５８）。そして、特定した方路（局
番）「５７」のＰＢＸ２と接続する回線を選択し、該回線に、特定した内線番号「４００
２」を着番号とするＳＥＴＵＰメッセージを送信する（Ｔ９５９）。このＳＥＴＵＰメッ
セージは局番「５７」のＰＢＸ２に到達し、該ＰＢＸ２により内線番号「４００２」の内
線電話３の呼出しが行われる。
【００６４】
　次に、内線番号「４００２」の内線電話３のユーザが呼出しに応答してオフフックする
と、局番「５７」のＰＢＸ２は、該ＳＥＴＵＰメッセージに対するＡＣＫメッセージを、
、ＩＰ電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１に送信する（Ｔ９６
０）。これにより、内線番号「４００２」の内線電話機３と、ＩＰ電話番号「０５０-２
３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間に通話チャネルが確立される（Ｔ９６１）
。この結果、ＩＰ電話番号「０５０-３４５-６７８９」のＩＰ電話機４とＩＰ電話番号「
０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１との間の通話チャネル、および、ＩＰ
電話番号「０５０-２３４-５６７８」のＶｏＩＰ-ＧＷ装置１と内線番号「４００２」の
内線電話機３との間の通話チャネルが繋がって、ＩＰ電話番号「０５０-３４５-６７８９
」のＩＰ電話機４および内線番号「４００２」の内線電話機３間の通話が可能となる（Ｔ
９６２）。
【００６５】
　以上、本発明の実施形態について説明した。
【００６６】
　本実施形態では、ＶｏＩＰ-ＧＷ装置１が着信に対して一次応答し、通話相手からダイ
ヤル情報を受け取り、該ダイヤル情報から方路（回線）および内線番号を特定し、特定し
た方路に特定した内線番号を着番号とするＳＥＴＵＰメッセージを送信する。したがって
、本実施形態によれば、ＰＢＸ２に設定されている番号計画を変更することなく、該ＰＢ
Ｘ２をＶｏＩＰ網５に接続することができる。また、１つのＩＰ電話番号を用いて、ＰＢ
Ｘ２が収容する複数の内線電話機４への着信を振り分けることができる。
【００６７】
　なお、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々の
変形が可能である。例えば、上記の実施形態では、ＶｏＩＰ-ＧＷ装置１において、通話
相手から受け取ったダイヤル情報を番号編集して内線番号を特定している。しかし、本発
明はこれに限定されない。例えばＶｏＩＰ-ＧＷ装置１に唯一つのＰＢＸ２が繋がってい
る場合（方路分けの必要がない場合）は、通話相手より内線電話機３の内線番号のダイヤ
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【００６８】
　また、上記の実施形態では、ＰＢ信号により通話相手からダイヤル情報を取得している
。しかし、本発明はこれに限定されない。例えば通話相手がＳＩＰのＩＮＦＯメッセージ
にダイヤル情報を格納して送信し、これをＶｏＩＰ-ＧＷ装置１が受信することで、通話
相手からダイヤル情報を取得するようにしてもよい。
【００６９】
　また、上記の実施形態では、ＶｏＩＰによるＩＰ電話サービスに用いる呼制御プロトコ
ルとしてＳＩＰを用いる場合を例にとり説明したが、本発明はこれに限定されない。例え
ばＨ.３２３を利用するものでってもよい。
【００７０】
　また、上述したＶｏＩＰゲートウエイ装置１の各構成は、コンピュータがプログラムを
実行することにより実現されるものでなくてもよい。ＡＳＩＣ（Application Specific I
ntegrated Circuit）、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）などの集積ロジック
ＩＣによりハード的に実行されるものでもよいし、あるいは、ＤＳＰ（Digital Signal P
rocessor）など計算機によりソフトウエア的に実行されるものでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】図１は本発明の一実施形態に係るＩＰ内線電話システムの概略図である。
【図２】図２は図１に示すＶｏＩＰ-ＧＷ装置１の概略図である。
【図３】図３は発信用ダイヤル情報ＴＬ１５１を模式的に表した図である。
【図４】図４は着信用ダイヤル情報ＴＬ１６１を模式的に表した図である。
【図５】図５はＶｏＩＰ-ＧＷ装置１のハードウエア構成例を示す図である。
【図６】図６はＶｏＩＰ-ＧＷ装置１の概略動作を説明するためのフロー図である。
【図７】図７は図６の発信制御処理Ｓ１０３を説明するためのフロー図である。
【図８】図８は図６の着信制御処理Ｓ１０４を説明するためのフロー図である。
【図９】図９は図１に示すＩＰ内線電話システムにおいて、内線番号「２００１」の内線
電話３が内線番号「４００２」の内線電話３に電話をする場合の概略動作を説明するため
の図である。
【図１０】図１０は図１に示すＩＰ内線電話システムにおいて、ＩＰ電話番号「０５０-
３４５-６７８９」のＩＰ電話機４（外線）が内線番号「４００２」の内線電話３に電話
をする場合の概略動作を説明するための図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１…ＶｏＩＰ-ＧＷ装置、２…ＰＢＸ、３…内線電話機、４…ＩＰ電話機、５…ＶｏＩ
Ｐ網、１１…回線ＩＦ部、１２…ＩＰ網ＩＦ部、１３…ＲＴＰ処理部、１４…ＳＩＰ処理
部、１５…発信制御部、１６…着信制御部、１７…ＰＢ送出部、１８…ＰＢ検出部、１５
１…発信用ダイヤル情報ＴＬ、１６１…着信用ダイヤル情報ＴＬ
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